
金沢市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成25年３月29日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第29号
金沢市財務規則の一部を改正する規則

金沢市財務規則 (昭和39年規則第３号) の一部を次のように改正する｡

第２条第１号中 ｢､ 新幹線開業対策室｣ 及び ｢､ 近江町交流プラザ｣ を削る｡

第53条の見出し中 ｢収納｣ の次に ｢の事務｣ を加え､ 同条第１項中 ｢又は｣ を削り､ ｢委託しよう｣ を ｢委託し､

又は国民健康保険法 (昭和33年法律第192号) 第80条の２の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託しよう｣ に

改める｡

第54条第１項中 ｢収納｣ の次に ｢の事務｣ を加える｡

第55条第２項中 ｢の収納｣ の次に ｢の事務｣ を加え､ 同条に次の１項を加える｡

３ 前項の規定は､ 国民健康保険法第80条の２の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者 (以下 ｢保険料徴

収受託者｣ という｡) について準用する｡

第57条第１項第４号中 ｢東山観光駐車場｣ の次に ｢及び東山河畔観光駐車場｣ を加え､ ｢道路台帳図｣ を ｢道路台

帳図等｣ に改める｡

第66条第２項第４号中 ｢(昭和33年法律第192号) の規定による高額介護合算療養費｣ を ｢の規定による療養費､ 高

額療養費､ 高額介護合算療養費及び葬祭費｣ に改める｡

第70条第11号中 ｢東京事務所｣ の次に ｢及び金沢営業戦略室｣ を加える｡

第71条第１号中 ｢､ 第19号及び｣ を ｢及び第19号並びに｣ に改める｡

第72条第２項第４号を次のように改める｡� 東京事務所又は金沢営業戦略室で常時必要な物件を調達させるための経費 東京事務所長又は金沢営業戦略室

長を補佐する職務にある者｡ ただし､ 当該職員に事故があるとき､ 又は当該職員が欠けるときは､ 東京事務所長

又は金沢営業戦略室長

第81条第２号ウ中 ｢第45条の規定に基づく最低基準｣ を ｢第45条第１項又は第45条の２第１項の基準｣ に改める｡

第122条の２第１項中 ｢収納に関する事務｣ の次に ｢､ 保険料徴収受託者に係る徴収に関する事務｣ を加える｡

別表第１甲表中
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｢道路台帳図｣ を ｢道路台帳図等｣ に､ ｢教育プラザ富樫｣ を ｢地域教育センター｣ に改める｡

別表第４中

改める｡
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｢

を

｣

市民参画課 市民参画課

長

ア 計量法 (平成４年法律第51号) の規定に基づく検査に係る

手数料の収入に関する事務

イ 金沢学生のまち市民交流館の使用料及び機器の利用に係る

実費の収入に関する事務

ウ 金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくり

の推進に関する条例の規定に基づく過料の収入に関する事務

所属職員

｢

に

｣

市民協働推

進課

市民協働推

進課長

ア 金沢学生のまち市民交流館及び近江町交流プラザの使用料

の収入に関する事務

イ 金沢学生のまち市民交流館で取り扱う機器の利用に係る実

費の収入に関する事務

ウ 近江町交流プラザで取り扱う文献複写､ 市民講座等の受講

及び乳幼児の一時預かりに係る実費の収入に関する事務

エ 金沢市におけるぽい捨て等のない快適で美しいまちづくり

の推進に関する条例の規定に基づく過料の収入に関する事務

所属職員

人権女性政

策推進課

人権女性政

策推進課長

計量法 (平成４年法律第51号) の規定に基づく検査に係る手数

料の収入に関する事務

所属職員

｢

を

｣

市民スポー

ツ課

市民スポー

ツ課長

スポーツ教室等の受講に係る実費の収入に関する事務 所属職員

近江町交流

プラザ

近江町交流

プラザ館長

ア 近江町交流プラザの使用料の収入に関する事務

イ 文献複写､ 市民講座等の受講及び乳幼児の一時預かりに係

る実費の収入に関する事務

所属職員

｢

に

｣

市民スポー

ツ課

市民スポー

ツ課長

スポーツ教室等の受講に係る実費の収入に関する事務 所属職員

｢
を
｣

市民局 市民センター 市民課長 所長

｢

に

｣

市民局 近江町交流プラザ 市民協働推進課長 館長

女性センター 人権女性政策推進課長 館長

近江町消費生活センター 所長

市民センター 市民課長 所長

｢

を

｣

女性センター 生涯学習課長 館長

中央公民館 館長

キゴ山ふれあいの里 館長

キゴ山少年自然の家 館長

キゴ山天体観察センター 館長

｢

に

｣

中央公民館 生涯学習課長 館長

キゴ山ふれあいの里 館長

キゴ山少年自然の家 館長

キゴ山天体観察センター 館長

､

､

､



別表第６備品､ 消耗品の部の表備品､ 消耗品の整理区分例示の表26の項中

改める｡

様式第26号中 ｢収納｣ の次に ｢の事務｣ を加える｡

様式第39号の３を次のように改める｡
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｢ ｢

を に

｣ ｣

自動車登録規則 (昭和45年運輸省令第７号) 別表

第２の分類番号の１及び10から19までに該当する

車両

自動車登録規則別表第２の分類番号の２及び20か

ら29までに該当する車両 マイクロバス､ 中型バ

ス等

自動車登録規則別表第２の分類番号の３及び30か

ら39までに該当する車両

自動車登録規則別表第２の分類番号の４､ ６､ 40

から49まで及び60から69までに該当する車両

自動車登録規則別表第２の分類番号の５､ ７､ 50

から59まで及び70から79までに該当する車両

自動車登録規則別表第２の分類番号の８及び80か

ら89までに該当する車両 消防自動車､ 救急自動

車､ 清掃機械車等

自動車登録規則別表第２の分類番号の０､ 00から

09まで､ ９及び90から99までに該当する車両 グ

レーダー､ ロータリー除雪車､ ロードローラー等

自動車登録規則 (昭和45年運輸省令第７号) 別表

第２の分類番号の１､ 10から19まで及び100から

199までに該当する車両

自動車登録規則別表第２の分類番号の２､ 20から

29まで及び200から299までに該当する車両 (マイ

クロバス､ 中型バス等)

自動車登録規則別表第２の分類番号の３､ 30から

39まで及び300から399までに該当する車両

自動車登録規則別表第２の分類番号の４､ ６､ 40

から49まで､ 60から69まで､ 400から499まで及び

600から699までに該当する車両並びに道路運送車

両法施行規則 (昭和26年運輸省令第74号) 別表第

２の４の分類番号の40から49まで､ 400から499ま

で及び600から699までに該当する車両

自動車登録規則別表第２の分類番号の５､ ７､ 50

から59まで､ 70から79まで､ 500から599まで及び

700から799までに該当する車両並びに道路運送車

両法施行規則別表第２の４の分類番号の50から59

まで500から599まで及び700から799までに該当す

る車両

自動車登録規則別表第２の分類番号の８､ 80から

89まで及び800から899までに該当する車両並びに

道路運送車両法施行規則別表第２の４の分類番号

の80から89まで及び800から899まで (消防自動車､

救急自動車､ 清掃機械車等)

自動車登録規則別表第２の分類番号の０､ 00から

09まで､ 000から099まで､ ９､ 90から99まで及び

900から999までに該当する車両 (グレーダー､ ロー

タリー除雪車､ ロードローラー等)



様式第39号の３ (第66条､ 第105条関係)

附 則

この規則は､ 平成25年４月１日から施行する｡ ただし､ 別表第６の改正規定は､ 公布の日から施行する｡

金沢市小額工事契約事務取扱特例規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成25年３月29日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第30号
金沢市小額工事契約事務取扱特例規則の一部を改正する規則

金沢市小額工事契約事務取扱特例規則 (昭和53年規則第55号) の一部を次のように改正する｡

別表中 ｢道路等管理事務所長 女性センター館長｣ を ｢道路等管理事務所長｣ に改める｡

附 則

この規則は､ 平成25年４月１日から施行する｡

金沢市公舎貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成25年３月29日

金沢市長 山 野 之 義�金沢市規則第31号
金沢市公舎貸与規則の一部を改正する規則

金沢市公舎貸与規則 (昭和32年規則第９号) の一部を次のように改正する｡

別表第１東京公舎２号の項中 ｢20,466円｣ を ｢19,386円｣ に改め､ 同表東京公舎４号の項の次に次のように加える｡

別表第１金沢公舎２号の項中 ｢40,132円｣ を ｢34,049円｣ に改め､ 同表金沢公舎４号の項を削る｡

附 則

この規則は､ 平成25年４月１日から施行する｡

金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成25年３月29日

金沢市長 山 野 之 義
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年 月 保険料還付明細書

記 号 番 号
通知書番号

住 所
氏 名

賦課
相当

期間
納付
額

納 付
すべき額

過誤納額
充 当 内 訳

還付額 事由 備考
年度 期間 充当額

東京公舎５号 東京都北区神谷３丁目11番１号 31,484円



�金沢市規則第32号
金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則

金沢市税賦課徴収条例施行規則 (昭和35年規則第15号) の一部を次のように改正する｡

第８条の３第６号中 ｢障害者自立支援法 (｣ を ｢障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (｣

に､ ｢障害者自立支援法施行令｣ を ｢障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令｣ に､ ｢第

１条第３号｣ を ｢第１条の２第３号｣ に改める｡

第15条の３第１項の表第６号の項及び第７号の項中 ｢第701条の34第３項第19号｣ を ｢第701条の34第３項第18号｣

に改める｡

別表第２項中 ｢第317条の２第７項｣ を ｢第317条の２第８項｣ に改める｡

第５号様式その１を次のように改める｡

その１

第５号様式その２ (表) 中 ｢納税義務者名｣ を ｢納税者氏名｣ に､ ｢上記金額｣ を ｢上記の金額｣ に改める｡
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年度 税 領収済通知書 税

納付書 (控) 納税者住所・氏名

様

税

口座振替納付の不能について (お知らせ)

あなたの市税納付額が のた
め振替できませんでしたので､ この納付書
で最寄りの金沢市指定金融機関､ 金沢市指
定代理金融機関､ 金沢市収納代理金融機関
又は金沢市市税収納受託者に納めてくださ
い｡

※この納付書 ( 月 日現在作成) の発送
と前後して納付された場合は､ 納付済にも
かかわらず､ この納付書がお手元に届くこ
ともありますので御了承ください｡

年 月 日

年度 税
納付書兼領収証書

加入者名 口座番号 納付額

収納機
関番号

納付
番号

確認
番号

納付
区分

加入者名
口座番号

納期限

業務 帳票 年度 年度
分 区分 整理

番号

年度 税収納受託者
取扱期限 納期限

納付額 整理番号

延滞金 納 付 額

合 計 延 滞 金

納税者
氏名

納付額 領収日付印 納税者氏名 合 計

延滞金

上記の金額を領収しました｡

金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代
理金融機関､ 金沢市収納代理金融機
関又は金沢市市税収納受託者

合 計

上記の金額を領収したので通知します｡
(宛先) 金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関又は
金沢市収納代理金融機関

石川県金沢市 市町村コード

この領収済通知書は､ 直接機械で処理しますので､ 汚
したり､ 折り曲げたりしないでください｡

領収日付印

石川県金沢市

市町村コード

領収日付印

石川県金沢市

市町村コード

この領収証書は､ 後日の証拠とし
て５年間保存してください｡



第35号様式を次のように改める｡

第35号様式 (第７条関係)

その１

ア

(表)
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通知書番号 整理番号
年度 市民税・県民税 税額決定

納 税 通知書

様

あなたの税額を次のとおり決定したので､ 地方税法第41条､ 第319条
の２及び第321条の７の５の規定によって通知します｡
各期別ごとの納付額をそれぞれの納期限までに金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､ 金沢市収納代理金融機関又は金沢市市税収納
受託者に納めてください｡

年 月 日

金沢市長 印

市民税・県民税の合計税額
円

【内訳】

① 給与から特別徴収の方法によって徴収す
る額及び既納付額 円

② 公的年金から特別徴収の方法によって徴
収する額 円

③ 普通徴収の方法によって徴収する額
(合計税額－①－②) 円

④ 所得割から控除することができなかった配
当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額 円

⑤ ④に係る充当額 (※)
円

この納税通知書で納める税額
( ③ － ⑤ )

円

【各期別の納付額及び納期限】

期 別 納 付 額 納 期 限

第１期
円

年 月 日

第２期
円

年 月 日

第３期
円

年 月 日

第４期
円

年 月 日

随 時
円

年 月 日

(※) ④の控除額のうち､ 市民税・県民税に充当した額です｡ なお､ 充当することができなかった額 (④－⑤) は､ 後日還付されます｡

【給与から特別徴収の方法によって徴収する額について】
給与から特別徴収の方法によって徴収する額については､ 勤務先を経由して通知している特別徴収税額の決定通知書をご確認ください｡

【公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額について】
公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額については､ 公的年金の支払の際に､ 次の公的年金からその支払者が徴収します｡

公的年金の種類 支払者の名称

次の�のとおり､ 特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収します｡ また､ あなたが昨年度から引き続き公的年金からの特別徴収の対象者である場合
は､ 次の�のとおり昨年度の通知書において通知した仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収します｡� 仮 特 別 徴 収 税 額 及 び 徴 収 月 � 特 別 徴 収 税 額 及 び 徴 収 月 本年度､ 公的年金から

特別徴収の方法によっ
て徴収する額(�＋�)年４月 年６月 年８月 年10月 年12月 年２月

円 円 円 円 円 円 円

あなたが､ 本年度において公的年金からの特別徴収の対象者であり､ かつ､ 翌年度も引き続き公的年金の支払を受ける場合は､ 公的年金の支払者が次の
額を特別徴収の方法によって徴収することになりますので､ 地方税法第321条の７の８の規定によって通知します｡

翌年度仮特別徴収税額及び徴収月

年４月 年６月 年８月

円 円 円
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この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期

限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､

取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡
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この欄には､ ア裏面の記載事項を引き続き記入すること｡

(単位：円)

区 分 課税標準額 市 民 税 県 民 税

所

得

割

総 所 得 金 額
山 林 所 得 金 額

小 計 ①

分
離
課
税
の
②

所
得
金
額

短 期 譲 渡
長 期 譲 渡
株 式 等 譲 渡
上 場 株 式 等 の 配 当
先 物 取 引

小計 (①＋②) ③

税
額
控
除

調 整 控 除 額 ④
配 当 控 除 額 ⑤
住宅借入金等特別税額控除額⑥
寄 附 金 税 額 控 除 額 ⑦
外 国 税 額 控 除 額 等 ⑧
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額⑨

計 (③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨) ⑩

均 等 割 ⑪

市民税・県民税の合計税額 ( ⑩ ＋ ⑪ )

この欄には､ 表の上の欄の記載事項を引き続き記入すること｡
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この欄には､ 表面の記載事項を引き続き記入すること｡
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年度 金沢市市民税・県民税 領収済通知書 年度 金沢市
市民税・県民税
納付書 (控)

領収証書

年度 金沢市

市民税・県民税

全期分 使用期限

年 月 日

様

加入
者名

口座
番号

納付額

収納機
関番号

納付
番号

確認
番号

納付
区分

加入者名
口座番号

業務 帳票 年度 年度分 区分 整理番号

全期分一括納付用
収納受託者取扱期限 使用期限

納付額 納付額

納
税
者
氏
名

納付額 領収日付印 納税者氏名 整理番号

上記の金額を領収しました｡
金沢市指定金融機関等 (※)

上記の金額を領収し
たので通知します｡

領収日付印

(宛先)
金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関又は
金沢市収納代理金融機関

領収日付印

石川県金沢市 市町村コード
この領収済通知書は､ 直接機械で処理します
ので､ 汚したり､ 折り曲げたりしないでくだ
さい｡

この領収証書は､ 後日の証拠と
して５年間保存してください｡
石川県金沢市 市町村コード石川県金沢市 市町村コード

(※)金沢市指定金融機関等とは､

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､
金沢市収納代理金融機関又は
金沢市市税収納受託者

をいいます｡
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年度 金沢市市民税・県民税 領収済通知書 年度 金沢市
市民税・県民税
納付書 (控)

領収証書

年度 金沢市

市民税・県民税

納期限

年 月 日

様

加入
者名

口座
番号

納付額

収納機
関番号

納付
番号

確認
番号

納付
区分

加入者名
口座番号

業務 帳票 年度 年度分 区分 整理番号

収納受託者取扱期限 納期限

納付額 納付額

延滞金 延滞金

合 計 合 計

納
税
者
氏
名

納付額 領収日付印 納税者氏名 整理番号

延滞金

上記の金額を領収しました｡
金沢市指定金融機関等 (※)

合 計

上記の金額を領収し
たので通知します｡

領収日付印

(宛先)
金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関又は
金沢市収納代理金融機関

領収日付印

石川県金沢市 市町村コード
この領収済通知書は､ 直接機械で処理します
ので､ 汚したり､ 折り曲げたりしないでくだ
さい｡

この領収証書は､ 後日の証拠と
して５年間保存してください｡
石川県金沢市 市町村コード石川県金沢市 市町村コード

(※)金沢市指定金融機関等とは､

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､
金沢市収納代理金融機関又は
金沢市市税収納受託者

をいいます｡
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通知書番号 整理番号

あなたの税額を次のとおり決定したので､ 地方税法第41条及び第319
条の２の規定によって通知します｡
下記の納付額を納期限までに金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金
融機関､ 金沢市収納代理金融機関又は金沢市市税収納受託者に納めてく
ださい｡

年 月 日

金沢市長 印

市民税・県民税の合計税額
円

① 給与から特別徴収の方法によって徴収す
る額及び既納付額 円

② 普通徴収の方法によって徴収する額
(合計税額－①) 円

③ 所得割から控除することができなかった配
当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額 円

④ ③に係る充当額
円

この納税通知書で納める税額
( ② － ④ )

円

【納付額及び納期限】

随 時
円

年 月 日

市民税・県民税額の内訳 (単位：円)

区 分 課税標準額 市 民 税 県 民 税

所

得

割

総 所 得 金 額
山 林 所 得 金 額

小 計 ①

分
離
課
税
の
②

所
得
金
額

短 期 譲 渡
長 期 譲 渡
株 式 等 譲 渡
上 場 株 式 等 の 配 当
先 物 取 引

小計 (①＋②) ③

税
額
控
除

調 整 控 除 額 ④
配 当 控 除 額 ⑤
住宅借入金等特別税額控除額⑥
寄 附 金 税 額 控 除 額 ⑦
外 国 税 額 控 除 額 等 ⑧
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額⑨

計 (③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨) ⑩

均 等 割 ⑪

市民税・県民税の合計税額 ( ⑩ ＋ ⑪ )

様

( 年度分)

年度 市民税・県民税 税額決定
納 税 通知書
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この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 納期における納付額を納期限

までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､

取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡



イ

(表)

平成25年(2013年)３月29日 号外第５号の５ 金 沢 市 公 報

― 14 ―

この欄には､ ア裏面の記載事項を引き続き記入すること｡
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この欄には､ 表面の記載事項を引き続き記入すること｡
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年度 金沢市市民税・県民税 領収済通知書 年度 金沢市
市民税・県民税
納付書 (控)

領収証書

年度 金沢市

市民税・県民税

納期限

年 月 日

様

加入
者名

口座
番号

納付額

収納機
関番号

納付
番号

確認
番号

納付
区分

加入者名
口座番号

業務 帳票 年度 年度分 区分 整理番号

収納受託者取扱期限 納期限

納付額 納付額

延滞金 延滞金

合 計 合 計

納
税
者
氏
名

納付額 領収日付印 納税者氏名 整理番号

延滞金

上記の金額を領収しました｡
金沢市指定金融機関等 (※)

合 計

上記の金額を領収し
たので通知します｡

領収日付印

(宛先)
金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関又は
金沢市収納代理金融機関

領収日付印

石川県金沢市 市町村コード
この領収済通知書は､ 直接機械で処理します
ので､ 汚したり､ 折り曲げたりしないでくだ
さい｡

この領収証書は､ 後日の証拠と
して５年間保存してください｡
石川県金沢市 市町村コード石川県金沢市 市町村コード

(※)金沢市指定金融機関等とは､

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､
金沢市収納代理金融機関又は
金沢市市税収納受託者

をいいます｡
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通知書番号 整理番号

あなたの税額を次のとおり決定したので､ 地方税法第41条､ 第319条
の２及び第321条の７の５の規定によって通知します｡
各期別ごとの納付額をそれぞれの納期限までに金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､ 金沢市収納代理金融機関又は金沢市市税収納
受託者に納めてください｡
なお､ 納付額はあなたが指定された口座から振替納付されます｡

年 月 日

金沢市長 印

様

(口座振替用)

年度 市民税・県民税 税額決定
納 税 通知書

市民税・県民税の合計税額
円

【内訳】

① 給与から特別徴収の方法によって徴収す
る額及び既納付額 円

② 公的年金から特別徴収の方法によって徴
収する額 円

③ 普通徴収の方法によって徴収する額
(合計税額－①－②) 円

④ 所得割から控除することができなかった配
当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額 円

⑤ ④に係る充当額 (※)
円

この納税通知書で納める税額
( ③ － ⑤ )

円

【各期別の納付額及び納期限 (振替日)】

期 別 納 付 額 納期限 (振替日)

第１期
円

年 月 日

第２期
円

年 月 日

第３期
円

年 月 日

第４期
円

年 月 日

(※) ④の控除額のうち､ 市民税・県民税に充当した額です｡ なお､ 充当することができなかった額 (④－⑤) は､ 後日還付されます｡

【給与から特別徴収の方法によって徴収する額について】
給与から特別徴収の方法によって徴収する額については､ 勤務先を経由して通知している特別徴収税額の決定通知書をご確認ください｡

【公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額について】
公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額については､ 公的年金の支払の際に､ 次の公的年金からその支払者が徴収します｡

公的年金の種類 支払者の名称

次の�のとおり､ 特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収します｡ また､ あなたが昨年度から引き続き公的年金からの特別徴収の対象者である場合
は､ 次の�のとおり昨年度の通知書において通知した仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収します｡� 仮 特 別 徴 収 税 額 及 び 徴 収 月 � 特 別 徴 収 税 額 及 び 徴 収 月 本年度､ 公的年金から

特別徴収の方法によっ
て徴収する額(�＋�)年４月 年６月 年８月 年10月 年12月 年２月

円 円 円 円 円 円 円

あなたが､ 本年度において公的年金からの特別徴収の対象者であり､ かつ､ 翌年度も引き続き公的年金の支払を受ける場合は､ 公的年金の支払者が次の
額を特別徴収の方法によって徴収することになりますので､ 地方税法第321条の７の８の規定によって通知します｡

翌年度仮特別徴収税額及び徴収月

年４月 年６月 年８月

円 円 円

指
定
口
座

金 融 機 関

店 舗 名

預 金 種 別 振替方法

口 座 番 号

口座名義人
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この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期

限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､

取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入すること｡
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この欄には､ ア裏面の記載事項を引き続き記入すること｡

(単位：円)

区 分 課税標準額 市 民 税 県 民 税

所

得

割

総 所 得 金 額
山 林 所 得 金 額

小 計 ①

分
離
課
税
の
②

所
得
金
額

短 期 譲 渡
長 期 譲 渡
株 式 等 譲 渡
上 場 株 式 等 の 配 当
先 物 取 引

小計 (①＋②) ③

税
額
控
除

調 整 控 除 額 ④
配 当 控 除 額 ⑤
住宅借入金等特別税額控除額⑥
寄 附 金 税 額 控 除 額 ⑦
外 国 税 額 控 除 額 等 ⑧
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額⑨

計 (③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨) ⑩

均 等 割 ⑪

市民税・県民税の合計税額 ( ⑩ ＋ ⑪ )

この欄には､ 表の上の欄の記載事項を引き続き記入すること｡
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この欄には､ 表面の記載事項を引き続き記入すること｡
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市民税・県民税
税額決定
納 税

通知書

納税者住所・氏名 あなたの税額を次のとおり決定したので､ 地方税法第41条､ 第319条の２
及び第321条の７の５の規定によって通知します｡ 各期別ごとの納付額をそ
れぞれの納期限までに金沢市指定金融機関､ 金沢市指定代理金融機関､ 金沢
市収納代理金融機関又は金沢市市税収納受託者に納めてください｡

様 年 月 日

金沢市長 印

通知書番号 整理番号

市民税・県民税決定の明細
期 別 第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 随 時

納付額
円 円 円 円 円

納期限 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

課税標準額
総 所 得 分離短期譲渡 分離長期譲渡

山林・株式譲渡・
上場株式の配当等

円 円 円 円

税

額

市民税
税額控除等 所得割額 均等割額 市民税の税額

円 円 円 円

県民税
税額控除等 所得割額 均等割額 県民税の税額

円 円 円 円

税
額

市民税及び県民税の
合 計 税 額

給与からの特別徴収税額
及 び 既 納 付 税 額

公的年金から特別徴収の
方法によって徴収する額

この納税通知書で
納 め る 額

円 円 円 円
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公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額について

様

整 理 番 号

公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額については､ 公的年金の支払の際に､ 次の公的年金か

らその支払者が徴収します｡

公的年金の種類 支払者の名称

次の�のとおり､ 特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収します｡ また､ あなたが昨年度から引き
続き公的年金からの特別徴収の対象者である場合は､ 次の�のとおり昨年度の通知書において通知した仮
特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収します｡� 仮特別徴収税額及び徴収月 � 特別徴収税額及び徴収月 本年度､ 公的年金から特

別徴収の方法によって徴

収する額 (�＋�)年４月 年６月 年８月 年10月 年12月 年２月

円 円 円 円 円 円 円

あなたが､ 本年度において公的年金からの特別徴収の対象者であり､ かつ､ 翌年度も引き続き公的年金

の支払を受ける場合は､ 公的年金の支払者が次の額を特別徴収の方法によって徴収することになりますの

で､ 地方税法第321条の７の８の規定によって通知します｡

翌年度仮特別徴収税額及び徴収月

年４月 年６月 年８月

円 円 円



ウ

エ

(表)
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この欄には､ 市民税・県民税の課税の内訳等を記入すること｡

年度 金沢市市民税・県民税 領収済通知書 年度 金沢市
市民税・県民税
納付書 (控)

領収証書

年度 金沢市

市民税・県民税

納期限

年 月 日

様

加入
者名

口座
番号

納付額

収納機
関番号

納付
番号

確認
番号

納付
区分

加入者名
口座番号

業務 帳票 年度 年度分 区分 整理番号

収納受託者取扱期限 納期限

納付額 納付額

延滞金 延滞金

合 計 合 計

納
税
者
氏
名

納付額 領収日付印 納税者氏名 整理番号

延滞金

上記の金額を領収しました｡
金沢市指定金融機関等 (※)

合 計

上記の金額を領収し
たので通知します｡

領収日付印

(宛先)
金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関又は
金沢市収納代理金融機関

領収日付印

石川県金沢市 市町村コード
この領収済通知書は､ 直接機械で処理します
ので､ 汚したり､ 折り曲げたりしないでくだ
さい｡

この領収証書は､ 後日の証拠と
して５年間保存してください｡
石川県金沢市 市町村コード石川県金沢市 市町村コード



(裏)

第36号様式及び第37号様式を次のように改める｡

第36号様式及び第37号様式 削除
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(※)金沢市指定金融機関等とは､

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､
金沢市収納代理金融機関又は
金沢市市税収納受託者

をいいます｡



第38号様式を次のように改める｡

第38号様式 (第８条関係)

(表)

(裏)
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年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書
通知書番号 整理番号

納税者 (納税管理人)

所有者 (登記名義人)

年 月 日 (賦課期日) 現在､ 固定資産税課税台帳等に

登録されている土地・家屋・償却資産の明細をお知らせします｡

資産

番号

資産

区分

物 件 所 在 地 地積・床面積 (㎡) 当該年度 評価額 (円)
当該年度 固定資産税
課税標準額 (円)
(＊は免税点未満)

当該年度 都市計画税
課税標準額 (円)

評 価 地 目 ・ 家 屋 番 号 内訳欄 (土地については住宅用地の特例区分ごとの､ 家屋については構造種類ごとの内訳が掲載されております｡)

固定資産税概算税額(円) 都市計画税概算税額(円) 区

分
地積・床面積 (㎡)

土地 前年度固定資産税
課税標準額(円)

土地 前年度都市計画税
課税標準額(円) 固

算
出

当該年度 固定資産税
課税標準額 (円)

都
算
出

当該年度 都市計画税
課税標準額 (円)

課 税 区 分 等 軽減 不均一 減免 都計 家屋 種類 家屋 構造

この欄には､ 課税明細書についての説明を記入すること｡



第39号様式を次のように改める｡

第39号様式 (第８条関係)

その１

ア

(表)
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通知書番号 整 理 番 号年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書

納税者 (納税管理人) 住所・氏名

様

下記の各期別ごとの納付額を､ それぞれの納期限までに金沢市指定金融機
関､ 金沢市指定代理金融機関､ 金沢市収納代理金融機関又は金沢市市税収納
受託者に納めてください｡

年 月 日

金沢市長 印

課
税
標
準
額

区 分 固定資産税 (円) 都市計画税 (円) 一 般 分 税 額 (円) 共有分割分税額(あなたの持分相当額) (円)

一

般

分

土地 固定資産税算出税額 固定資産税算出税額

家屋 都市計画税算出税額 都市計画税算出税額

償却
資産 軽

減

等

新築住宅等軽減 分割後軽減等税額

計 不均一課税軽減 共有分割分税額計

共有分割分 減免税額

(注)共有分割分の課税標準額は､ 共有の物件全体の課税
標準額の合計です｡ 一般分税額計

税 率 合 計 年 税 額

円

期 別 第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 随 時
納 期 限 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

納 付 額 円 円 円 円 円

共

有

者

氏

名

表

連番 共 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 持分 (分子)／持分 (分母)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

この欄には､ 共有の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税における連帯納税義務についての説明を記入すること｡



(裏)
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この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期

限までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､

取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入するとともに､ 固定資産税及び都市計画税の

課税標準額から年税額を算定するまでの計算方法のあらましを平易な図解にして表示すること｡



イ

(表)

(裏)
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年度 金沢市固定資産税・都市計画税 領収済通知書 年度 金沢市
固定資産税・都市計画税

納付書 (控)

領収証書

年度 金沢市

固定資産税・都市計画税

全期分 使用期限

年 月 日

様

加入
者名

口座
番号

納付額

収納機
関番号

納付
番号

確認
番号

納付
区分

加入者名
口座番号

業務 帳票 年度 年度分 区分 整理番号

全期分一括納付用
収納受託者取扱期限 使用期限

納付額 納付額

納
税
者
氏
名

納付額 領収日付印 納税者氏名 整理番号

上記の金額を領収しました｡
金沢市指定金融機関等 (※)

上記の金額を領収し
たので通知します｡

領収日付印

(宛先)
金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関又は
金沢市収納代理金融機関

領収日付印

石川県金沢市 市町村コード
この領収済通知書は､ 直接機械で処理します
ので､ 汚したり､ 折り曲げたりしないでくだ
さい｡

この領収証書は､ 後日の証拠と
して５年間保存してください｡
石川県金沢市 市町村コード石川県金沢市 市町村コード

(※)金沢市指定金融機関等とは､

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､
金沢市収納代理金融機関又は
金沢市市税収納受託者

をいいます｡



ウ

(表)

(裏)
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年度 金沢市固定資産税・都市計画税 領収済通知書 年度 金沢市
固定資産税・都市計画税

納付書 (控)

領収証書

年度 金沢市

固定資産税・都市計画税

納期限

年 月 日

様

加入
者名

口座
番号

納付額

収納機
関番号

納付
番号

確認
番号

納付
区分

加入者名
口座番号

業務 帳票 年度 年度分 区分 整理番号

収納受託者取扱期限 納期限

納付額 納付額

延滞金 延滞金

合 計 合 計

納
税
者
氏
名

納付額 領収日付印 納税者氏名 整理番号

延滞金

上記の金額を領収しました｡
金沢市指定金融機関等 (※)

合 計

上記の金額を領収し
たので通知します｡

領収日付印

(宛先)
金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関又は
金沢市収納代理金融機関

領収日付印

石川県金沢市 市町村コード
この領収済通知書は､ 直接機械で処理します
ので､ 汚したり､ 折り曲げたりしないでくだ
さい｡

この領収証書は､ 後日の証拠と
して５年間保存してください｡
石川県金沢市 市町村コード石川県金沢市 市町村コード

(※)金沢市指定金融機関等とは､

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､
金沢市収納代理金融機関又は
金沢市市税収納受託者

をいいます｡



その２

(表)
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通知書番号 整 理 番 号年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書

納税者 (納税管理人) 住所・氏名

様

下記の各期別ごとの納付額を､ それぞれの納期限までに金沢市指定金融機
関､ 金沢市指定代理金融機関又は金沢市収納代理金融機関に納めてください｡
なお､ 納付額は､ あなたが指定された預金口座から振替納付されます｡

年 月 日

金沢市長 印

課
税
標
準
額

区 分 固定資産税 (円) 都市計画税 (円) 一 般 分 税 額 (円) 共有分割分税額(あなたの持分相当額) (円)

一

般

分

土地 固定資産税算出税額 固定資産税算出税額

家屋 都市計画税算出税額 都市計画税算出税額

償却
資産 軽

減

等

新築住宅等軽減 分割後軽減等税額

計 不均一課税軽減 共有分割分税額計

共有分割分 減免税額

(注)共有分割分の課税標準額は､ 共有の物件全体の課税
標準額の合計です｡ 一般分税額計

税 率

期 別 第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 合 計 年 税 額
納 期 限 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

円
納 付 額 円 円 円 円

共

有

者

氏

名

表

連番 共 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 持分 (分子)／持分 (分母)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

この欄には､ 共有の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税における連帯納税義務についての説明を記入すること｡

(口座振替用)

指

定

口

座

金 融 機 関 名

店 舗 名

預 金 種 別

口 座 番 号

口 座 名 義 人

口 座 振 替 方 法



(裏)
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この欄には､ この税金の賦課の根拠となった法律及び条例の規定の要旨､ 各納期における納付額を納期限

までに納付しなかった場合において執られるべき措置､ この通知に不服がある場合における救済の方法､ 取

消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記入するとともに､ 固定資産税及び都市計画税の課税

標準額から年税額を算定するまでの計算方法のあらましを平易な図解にして表示すること｡



その３

ア

イ

(表)
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固定資産税・都市計画税 納税通知書＜再発行＞
納税者 (納税管理人) 住所・氏名 下記の各期別ごとの納付額を､ それぞれの納期限までに金沢市指定金

融機関､ 金沢市指定代理金融機関､ 金沢市収納代理金融機関又は金沢市
市税収納受託者に納めてください｡

様 年 月 日

金沢市長 印

年度 期 別 第 １ 期 第 ２ 期 第 ３ 期 第 ４ 期 随 時

納期限 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
通知書番号

納付額 円 円 円 円 円

整理番号 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

課

税

標

準

額

区 分 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 一 般 分 税 額 共有分割分税額 (あなたの持分相当額)

一

般

分

土地 円 円 算
出
税
額

固 定 資 産 税 円 算
出
税
額

固定資産税 円

家屋 円 円 都 市 計 画 税 円 都市計画税 円

償却
資産 円

軽

減

等

土 地 都 市
計 画 税 軽 減 円 分割後軽減等税額 円

計 円 円 新築住宅等軽減 円 共有分割分税額計 円

共 有
分割分 円 円 不均一課税軽減 円

減 免 税 額 円

税 率 一般分税額計 円 合計年税額 円

年度 金沢市固定資産税・都市計画税 領収済通知書 年度 金沢市
固定資産税・都市計画税

納付書 (控)

領収証書

年度 金沢市

固定資産税・都市計画税

納期限

年 月 日

様

加入
者名

口座
番号

納付額

収納機
関番号

納付
番号

確認
番号

納付
区分

加入者名
口座番号

業務 帳票 年度 年度分 区分 整理番号

収納受託者取扱期限 納期限

納付額 納付額

延滞金 延滞金

合 計 合 計

納
税
者
氏
名

納付額 領収日付印 納税者氏名 整理番号

延滞金

上記の金額を領収しました｡
金沢市指定金融機関等 (※)

合 計

上記の金額を領収し
たので通知します｡

領収日付印

(宛先)
金沢市会計管理者

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関又は
金沢市収納代理金融機関

領収日付印

石川県金沢市 市町村コード
この領収済通知書は､ 直接機械で処理します
ので､ 汚したり､ 折り曲げたりしないでくだ
さい｡

この領収証書は､ 後日の証拠と
して５年間保存してください｡
石川県金沢市 市町村コード石川県金沢市 市町村コード



(裏)

第42号様式その１ (表) 中 ｢納税義務者名｣ を ｢納税者氏名｣ に､ ｢上記金額｣ を ｢上記の金額｣ に改める｡

附 則

１ この規則は､ 平成25年４月１日から施行する｡

２ この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による口座振替納付の不能に

係る納付書及び領収証書等は､ 改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず､ なお効力を有する｡
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(※)金沢市指定金融機関等とは､

金沢市指定金融機関､
金沢市指定代理金融機関､
金沢市収納代理金融機関又は
金沢市市税収納受託者

をいいます｡
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平成25年(2013年)３月29日 印刷 発行人 金 沢 市
平成25年(2013年)３月29日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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